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公共工事の品質確保の促進に関する法律
これまでの経緯



公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法） Ｈ１７制定時の概要

１．公共工事の品質確保に関する
基本理念および発注者の責務

２． 『価格と品質で総合的に
優れた調達』

３．発注者をサポートする仕組み

公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的に優れた内容の契約が
なされることにより確保されなけれ
ばならない(第３条第２項)

・工事の経験等、技術的能力に
関する事項を審査（第１１条）

・技術提案を求める入札（第１２条）
・技術提案についての改善を求め
ることが可能（第１３条）

・高度な技術等の提案の審査の結
果を踏まえた予定価格作成が可
能 （第１４条）

発注者は、自ら発注関係事務を
適切に実施することが困難な場合
、外部の者の能力を活用するよう
努める（第１５条）

政府の策定する「基本方針」に基づき、各発注者は必要な措置を講ずる努力義務（第９条）

【目的】公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、

公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、

もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与（第１条）

発注者は、基本理念にのっとり、そ
の発注に係る公共工事の品質が
確保されるよう発注関係事務を適
切に実施する責務(第６条)

（公布 平成17年3月31日）

【背景】
・一般競争入札の拡大 ・ダンピングの増加
・不良・不適格業者の参入 ・発注者の能力差

品質低下の懸念

（施行 平成17年4月 1日）
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品確法と建設業法・入契法（担い手３法） Ｈ２6改正時の概要

建設業法の改正(H27.4.1施行)
(担い手育成・確保の責務はH26.6.4から、解体工事業はH28.6.1から施行)

入契法の改正(H26.9.20一部施行、H27.4.1全面施行)

■ダンピング対策の強化（⼊札⾦額内訳書の提出）
■公共⼯事の適正な施⼯（施⼯体制台帳の作成・提出範囲の拡⼤）

■建設⼯事の担い⼿の育成・確保（建設業者団体や国⼟交通⼤⾂の責務）
■適正な施⼯体制確保の徹底（解体⼯事業の新設、暴⼒団排除の徹底）

適正化指針（H26.9.30閣議決定）

品確法の基本理念を実現するため必要となる基本的・具体的措置を規定

①⽬的と基本理念の追加：将来にわたる公共⼯事の品質確保とその担い⼿の中⻑期的な育成・確保、ダンピング防⽌ 等

②発注者責務の明確化：予定価格の適正な設定、低⼊札価格調査基準等の適切な設定、適切な設計変更等
③多様な⼊札契約制度の導⼊・活⽤：事業の特性等に応じて選択、⾏き過ぎた価格競争を是正

品確法の改正 (H26.6.4施行)品確法の改正 (H26.6.4施行)

基本方針(H26.9.30閣議決定)

発注関係事務の運用に関する指針(H27.1.30関係省庁申合せ)

インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる「品確法
※１

」を中心に、密接に関連する「入契法
※２

」、
「建設業法」も一体として改正。（全会一致で可決・成立。H26.6.4公布）

基本理念を実現するため

※１：公共工事の品質確保の促進に関する法律、※２：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

○公共工事の品質確保とその担い手の確保のために講ずべき施策を広く規定
○国、地方公共団体等は、基本方針に従って措置を講ずる努力義務

○発注者が、自らの発注体制や地域の実情等に応じて、発注関係事務を適切かつ
効率的に運用するための共通の指針

【要請通知 H26.10.22】

○低入札価格調査制度等の適切な活用の徹底、歩切りが品確法に違反すること、
社会保険等未加入業者の排除等について明記

○発注者は、適正化指針に従って措置を講ずる努力義務

建設業法施行令の一部改正（H26.9.19公布、H27.4.1施行）

○技術検定の不正受検者に対する措置の強化 等

建設業法施行規則の一部改正（H26.10.31公布、H27.4.1施行）
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☆ 改正のポイントⅡ：発注者責務の明確化
○担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう、

市場における労務、資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した
予定価格の適正な設定

○不調、不落の場合等における見積り徴収
○低入札価格調査基準や最低制限価格の設定
○計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更 ○発注者間の連携の推進 等

各発注者が基本理念にのっとり発注を実施

効果効果

公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法） Ｈ26改正時の概要

○ダンピング受注、行き過ぎた価格競争 ○現場の担い手不足、若年入職者減少
○発注者のマンパワー不足 ○地域の維持管理体制への懸念 ○受発注者の負担増大

＜目的＞インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保

＜背景＞

☆ 改正のポイントⅠ：目的と基本理念の追加

○⽬的に、以下を追加
・現在及び将来の公共⼯事の品質確保 ・公共⼯事の品質確保の担い⼿の中⻑期的な育成・確保の促進

○基本理念として、以下を追加
・施⼯技術の維持向上とそれを有する者の中⻑期的な育成・確保 ・適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施
・災害対応を含む地域維持の担い⼿確保へ配慮 ・ダンピング受注の防⽌
・下請契約を含む請負契約の適正化と公共⼯事に従事する者の賃⾦、安全衛⽣等の労働環境改善
・技術者能⼒の資格による評価等による調査設計(点検・診断を含む)の品質確保 等

・最新単価や実態を反映した予定価格
・歩切りの根絶
・ダンピング受注の防止 等

☆ 改正のポイントⅢ：多様な入札契約制度の導入・活用

○技術提案交渉⽅式 →⺠間のノウハウを活⽤、実際に必要とされる価格での契約
○段階的選抜⽅式（新規参加が不当に阻害されないように配慮しつつ⾏う） →受発注者の事務負担軽減
○地域社会資本の維持管理に資する⽅式（複数年契約、⼀括発注、共同受注）→地元に明るい中⼩業者等による安定受注
○若⼿技術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査・評価
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公共工事の品質確保の促進に関する法律
令和元年度 改正内容
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品確法と建設業法・⼊契法（新担い⼿３法） Ｒ１改正時の概要

※担い⼿３法の改正（公共⼯事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り⼿」としての建設業への期待
働き⽅改⾰促進による建設業の⻑時間労働の是正
i-Constructionの推進等による⽣産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に⻭⽌め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い⼿３法施⾏(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共⼯事品確法と建設業法･⼊契法を⼀体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い⼿の中⻑期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い⼿３法改正を実施

建設業法・⼊契法の改正 〜建設⼯事や建設業に関する具体的なルール〜

品確法の改正 〜公共⼯事の発注者･受注者の基本的な責務〜

cv

○発注者の責務
・適正な⼯期設定 （休⽇、準備期間等を考慮）
・施⼯時期の平準化 （債務負担⾏為や繰越明許費の活⽤等）
・適切な設計変更
（⼯期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活⽤）

働き⽅改⾰の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代⾦･⼯期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争⼊札等の適切な選択

・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費⽤の予定価格
への反映や、⾒積り徴収の活⽤

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活⽤等による
⽣産性向上

⽣産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共⼯事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加⼊を許可要件化
・下請代⾦のうち、労務費相当については現⾦払い

○⼯期の適正化
・中央建設業審議会が、⼯期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い⼯期による請負契約の締結を禁⽌
（違反者には国⼟交通⼤⾂等から勧告・公表）
・公共⼯事の発注者が、必要な⼯期の確保と施⼯時期の平準化
のための措置を講ずることを努⼒義務化＜⼊契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技⼠補)
を配置する場合、兼任を容認

・主任技術者(下請)：⼀定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地⽅公共団体等との
連携の努⼒義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を
合理化

・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備

6



●公共工事の品質確保の促進に関する法律 Ｒ１改正時の概要

背景・必要性

１. 災害への対応 ２. 働き方改革関連法の成立
〇「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間

労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性
〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促

進と併せ、生産性の向上が急務

４. 調査・設計の重要性
〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な
役割

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興
のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務

法案の概要（改正のポイント）

【基本理念】
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ
円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

Ⅰ. 災害時の緊急対応の充実強化

【基本理念】
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する
者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の
適正な整備への配慮

【公共工事等を実施する者の責務】
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

Ⅱ. 働き方改革への対応

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、

債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注
見通しの作成・公表等

③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

【基本理念、発注者・受注者の責務】
情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

Ⅲ. 生産性向上への取組
公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）に

ついて広く本法律の対象として位置付け

Ⅳ. 調査・設計の品質確保

(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を

有する者の活用促進等

Ⅴ. その他

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】
(3)公共工事の目的物の適切な維持管理

【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、基本方針や発注者共通の運用指針を改正

（令和元年６月７日成立 ６月１４日施行）
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用語解説

★発注者等（第７条見出し）
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○公共工事等の発注者
国、特殊法人等又は地方公共団体

○公共工事の目的物の維持管理を行う国、特殊法人等及び地方公共団体（第７条第５項）
道路の権限代行など、発注者と維持管理者が異なる場合においても、国・特殊法人等及び地方公共団体が公
共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質確保に努めなければならないこととする趣旨

○受注者
公共工事等を直接受注する元請業者（第８条第３項においては受注者となろうとする者を含む。）

○公共工事等を実施する者
受注者（元請）だけでなく、孫請等の下請業者も含むすべての請負業者

★受注者等（第８条見出し）

★公共工事等（第３条以降）

○公共工事等
公共工事及び公共工事に関する調査等をいう。

○公共工事
国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事

○公共工事に関する調査等
公共工事に関し、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査（点検及び診断
を含む。）及び設計



改正のポイントⅠ 災害時の緊急対応の充実強化

全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のため、災害時の緊急対応の充実
強化が急務

＜基本理念＞ 第３条 第７項
公共工事の品質は、地域において災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよ
う、地域の実情を踏まえ地域における公共工事の品質確保の担い手が育成され、及び確保されるとと
もに、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施される体制が整備されること
により、将来にわたり確保されなければならない。

＜発注者等の責務＞
第７条 第１項
三 災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高
い災害復旧に関する工事等にあっては随意契約を、その他の災害復旧に関する工事等にあっては指名
競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めること。

第７条 第４項
発注者は、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ、
建設業法第二十七条の三十七(※1)に規定する建設業者団体その他の者との災害応急対策又は災害復旧
に関する工事等の実施に関する協定の締結その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、他の発注
者と連携を図るよう努めなければならない。

■改正品確法 本文（抜粋）

■背景

9※１：建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省
令で定めるもの（以下「建設業者団体」という。）は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。



改正のポイントⅡ 働き方改革への対応

「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が
急務

＜基本理念＞ 第３条 第８項
公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等

がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負契約（下請契約を含む。）の当事者が、各々の対等な立場におけ
る合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料（第八条第二項
において単に「保険料」という。）等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期（以下「工期等」とい
う。）を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共
工事等に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされることにより、
確保されなければならない。

＜発注者等の責務＞ 第７条 第１項
五 地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満たない公共工事等につ
いての繰越明許費（財政法第十四条の三第二項(※1)に規定する繰越明許費又は地方自治法第二百十三条第二項(※2)に規定する繰越明許費
をいう。第七号において同じ。）又は財政法第十五条(※3)に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自治法第二百十四条(※4)に規定する
債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携による中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び
公表その他の必要な措置を講ずること。

六 公共工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必
要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期等を設定す
ること。

＜受注者等の責務＞第８条 第２項
公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、

安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正
な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。

■改正品確法 本文（抜粋）

■背景
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※１：歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。 ２ 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
※2：歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

２ 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
※3：法律に基くもの又は歳出予算の金額（第四十三条の三に規定する承認があつた金額を含む。）若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。

２ 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。 3，4（略） 5 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。
※4：歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない.



改正のポイントⅢ 生産性向上への取組

建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促進と併せ、生産性の向上が急務

＜基本理念＞ 第３条 第１１項
公共工事の品質確保に当たっては、調査等、施工及び維持管理の各段階における情報通信技術の活用
等を通じて、その生産性の向上が図られるように配慮されなければならない。

＜発注者等の責務＞ 第７条 第１項
八 公共工事等の監督及び検査並びに施工状況等の確認及び評価に当たっては、情報通信技術の活用を
図るとともに、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又は技術を有するも
のによる、工事等が適正に実施されているかどうかの確認の結果の活用を図るよう努めること。

＜受注者等の責務＞ 第８条 第３項
受注者（受注者となろうとする者を含む。）は、契約された又は将来実施することとなる公共工事

等の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した公共工事等の実施の効率
化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、
労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。

■改正品確法 本文（抜粋）

■背景

11



改正のポイントⅣ 調査・設計の品質確保

公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割

＜定義＞ 第２条 第２項
この法律において「公共工事に関する調査等」とは、公共工事に関し、国、特殊法人等
（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人
等をいう。以下同じ。）又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査（点検
及び診断を含む。）及び設計（以下「調査等」という。）をいう。

＜基本理念＞ 第３条 第１項
公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる
社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地方公
共団体並びに公共工事等（公共工事及び公共工事に関する調査等をいう。以下同じ。）の
発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確
保されなければならない。

■改正品確法 本文（抜粋）

■背景

＜調査・設計業務に関する受発注者の責務＞
<発注者等の責務>
・適正な予定価格の設定（第７条第１項第１号） ・災害時の緊急対応の推進（第７条第１項第３号）
・ダンピング受注の防止（第７条第１項第４号） ・履行期限の平準化（第７条第１項第５号）
・適正な履行期間の設定（第７条第１項第６号）
<受注者等の責務＞
・適正な請負代金・履行期での下請契約の締結（第８条第２項） ・生産性向上（第８条第３項） 等 12



改正のポイントⅤ その他

＜発注関係事務を適切に実施することができる者の活用等＞
第２１条 第４項

国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切
に実施することができる者の育成及びその活用の促進、発注関係事務を公正に行うことができる条件
を備えた者の適切な評価及び選定に関する協力、発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う
能力を有する者の活用の促進、発注者間の連携体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。

■発注体制の整備

＜基本理念＞
第３条 第５項

公共工事の品質は、これを確保する上で工事等の効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を
有することに鑑み、地盤の状況に関する情報その他の工事等に必要な情報が的確に把握され、より適
切な技術又は工夫が活用されることにより、確保されなければならない。

■工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用

■公共工事の目的物の適切な維持管理

＜発注者等の責務＞
第７条 第５項

国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来
にわたり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、当該目的物に
ついて、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならない。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 の主なポイント 平成27年制定時

運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成（平成２７年）

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することがで

きるよう、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実

態等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっては、適正な工

期を前提とし、最新の積算基準を適用する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低

制限価格制度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事

後公表とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項

第１号の規定に違反すること等から、これを行わない。

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現

場の施工実態の乖離が想定される場合は、見積りを活用すること

により予定価格を適切に見直す。

債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底な

ど予算執行上の工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等

を行うとともに、週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた

適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化を図る。

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確

認及び評価を実施する。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答

に努める。設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受

注者双方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工

事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施

状況等を把握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、

支援を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を

通じて、国や都道府県の支援を求める。

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切

に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工

期の適切な変更を行う。

① 予定価格の適正な設定

② 歩切りの根絶

③ 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

④ 適切な設計変更

⑦ 発注や施工時期の平準化

⑧ 見積りの活用

⑩ 完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

⑨ 受注者との情報共有、協議の迅速化

各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約

方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用

する。

⑥ 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

⑤ 発注者間の連携体制の構築
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運用指針策定に向けた今後のスケジュール（案）

6/7 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 成立

発注者協議会（ブロック会議）の開催
発注者協議会（県部会）の開催

・品確法の改正の主旨説明
・法改正を踏まえた運用指針改正に関する意見交換

地方公共団体・建設業団体への意見照会
・法改正を踏まえた運用指針改正に
関する意見を収集品確法の改正の主旨説明会の開催

・建設業団体等に対し、品確法の改正の内容説明

（法律・運用指針の説明会） （意見照会）

令和２年度より、運用指針に基づく発注事務の運用開始

年内を目処 発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）の策定

意見聴取結果を踏まえ、発注関係事務の運用に関する指針（案）の作成

発注者協議会（ブロック会議）の開催
発注者協議会（県部会）の開催

・改正運用指針（案）の説明

地方公共団体・建設業団体へ意見照会
有識者への意見照会
・改正運用指針（案）に関する意見を収集

7
～
8
月
を
目
処

秋
頃
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品確法運用指針に関する相談窓口

16

「品確法運用指針に関する相談窓口」を地域発注者協議会の事務
局である地方整備局企画部等に加えて、国土交通省の直轄事務所
等（窓口：副所長等）にも設置しております。

運用指針の内容に関する問合せや発注関係事務の運用に関する
相談がございましたら、お問い合わせください。

窓口は下記のページに掲載されています。
国土交通省 大臣官房技術調査課

http://www.mlit.go.jp/tec/unyoushishinsoudan.html


